
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県地方公務員共闘会議（議長：佐藤工 岩教組委員長）は、県人事委員会勧告に

向けて、月例給・一時金の比較企業規模引上げ（50⇒100 人）及び全世代にわたる引上

げ、通勤手当をはじめ自己負担解消に向けた諸手当改善、休暇制度の拡充、長時間労働

是正策、ハラスメント対策、失職特例条例制定等、要求事項への前進回答に向けて、９

月 30日（火）にヤマ場となる人事委員会事務局長交渉を行う。 

交渉の冒頭では、全職場で取り組んだ「人事委員長あて大型ハガキ署名」を手渡し、

職場の切実な声を届け、職場実態を訴える。 

≪ 人事委員会事務局長交渉のポイント ≫ 
要求課題 現状・交渉経過 地公共闘の要求 

月例給・一時金

の改善 

【国人勧】 

月例給：若年層に重点を置き、 

全職員を引上げ改定 

一時金：0.05月引上げ 

（期末・勤勉各0.025月） 

比較企業規模を50人以上から

100人以上に引上げ。 

【人事委員会9/22回答】 

データ整理を進めている。具体

的に話せる状況にない。 

・全世代の賃上げが不可欠。 

・県の組織規模から考えて、当然

国と同等以上の比較企業規模とす

べき。 

・55歳昇給停止は職責に見合わな

い。勤務意欲につながる改善を。 

・再任用職員の一時金月数を一般

職員と同水準にすべき。一般職員

とほぼ同じ業務に従事する実態に

見合わない。 

諸手当改善 

（通勤手当） 

【国人勧】 

自動車等使用者の距離区分を

100kmまで新設。既存の距離区分を

月200～7,100円引上げ。 

月5,000円上限で駐車場等利用

に係る通勤手当を新設。 

・ガソリン価格高騰に見合った手

当改善を。 

・パークアンドライドを含め、駐

車場料金の支給を。 
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若手もベテランも

実感できる賃金改

善を！安心して働

ける職場環境を！

県民の理解は得ら

れる！ 

（裏面に続く） 



要求課題 現状・交渉経過 地公共闘の要求 

諸手当改善 

（通勤手当） 

（続き） 

 

【人事委員会9/22回答】 

通勤実態、駐車場利用状況、ガ

ソリン価格の動向、民間・他県状

況等様々な観点から検討中。 

・駐車料金支給に足並みを揃えて、

職員駐車場利用料の無料化を。 

 

 

諸手当改善 

（住居手当） 

【国人勧】 

 言及なし。 

【人事委員会9/22回答】 

 公舎の実情、民間の支給状況、

国・他県の動向を見極めながら継

続研究。 

・借家・借間の手当は長年（1993

確定闘争以来）改正されておらず、

実態に見合わない。 

・公舎廃止、賃貸住宅不足、賃貸

住宅価格高騰等を踏まえ、改善す

べき。 

諸手当改善 

（特地勤務手当

に準ずる手当） 

【国人勧】 

 採用に伴い転居を行った職員を

手当の支給対象に追加。 

【人事委員会9/22回答】 

 国は転勤のインセンティブとし

て改正するもの。この趣旨を踏ま

え、広大な県土、他県の状況を踏

まえ検討。 

・新採用者の除外は不合理。人材

確保の観点からも改善すべき。 

失職特例導入 【人事委員会9/22回答】 

 自治体によっては特例条例を制

定し、職員が拘禁刑以上の刑に処

せられても通勤中や公務中の事故

について条件付で救済している事

例がある。特例条例制定済自治体

や本県の過去事例の調査研究を行

っていきたい。 

 

・交通事故で拘禁刑以上の刑とな

り、過失の有無を問わず失職とな

ることは県行政にとっても損失。 

・定年引上げによる勤続年数長期

化を背景に、失職に伴う退職手当

不支給処分を懸念する声は多い。

失職特例導入を。 

※ 東北では宮城、秋田、山形、

福島の各県が導入済。 

 

 

〇公務員になりたいと思える賃金改善を。 〇全年齢層の賃金・昇給・昇格改善を。 

〇交通用具利用者の通勤手当改善を。 〇専門職種の初任給や諸手当等の処遇改善を。

〇業務が増え複雑化しているのに人が増えない。 〇ハラスメントのない職場を。 

 

 

 

 本紙に記載した課題をはじめ、労働条件・職場環境の改善は、働く者みんなが労働組

合に結集して要求しない限り実現し得ないものばかりです。また、労働組合が継続的に

人事当局と協議すべき課題も多々あります。数は力です。今こそ組合に加入しましょう。 

組合加入届は県職労ＨＰ（https://www.iwatekensyoku.or.jp/）からダウンロード 

提出はお近くの組合事務所（書記局）又はＦＡＸ019-625-2421へ！ 

 

 

 

 

【本県知事部局の該当公所】 

・北上農村整備センター豊沢ダム管理所 

・内水面水産技術センター 

・北上土木センター西和賀出張所 

・西和賀普及サブセンター 


